
三
五
一

マ
ー
シ
ャ
ル
と
の
無
償
資
金
協
力
取
極
一
覧 

-
4
-

相
手

国
政

府
・

贈
与

の
限

度
額

又
署

名
日

告
示

日
相

手
国

際
機

関
名

称
協

力
の

目
的

及
び

内
容

は
贈

与
額

署
名

地
署

名
者

告
示

番
号

(
注

1
)

贈
与

の
供

与
期

限
(

効
力

発
生

日
)

(
注

4
)

(
注

2
)

(
注

3
)

海
上

保
安

訓
練

・
司

令
セ

ン
タ

ー
建

海
上

保
安

訓
練

・
司

令
セ

ン
タ

ー
建

設
計

画
を

実
施

す
る

た
め

2020.3.19
日

本
側

齋
藤

法
雄

在
マ

ー
シ

2020.4.8
マ

ー
シ

ャ
ル

設
計

画
の

た
め

の
贈

与
に

関
す

る
日

に
必

要
な

生
産

物
及

び
役

務
の

購
入

450,000
千

円
マ

ジ
ュ

ロ
ャ

ル
大

使
121

号
本

国
政

府
と

マ
ー

シ
ャ

ル
諸

島
共

和
-------------------

で
マ

ー
シ

ャ
ル

側
キ

ャ
ス

テ
ン

国
政

府
と

の
間

の
交

換
公

文
(同

日
)

・
Ｎ

・
ネ

ム
ラ

外
務

貿
易

大
臣

マ
ー

シ
ャ

ル
諸

島
共

和
国

政
府

に
対

経
済

社
会

開
発

に
係

る
計

画
等

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
両

2020.3.19
日

本
側

齋
藤

法
雄

在
マ

ー
シ

2020.4.8
マ

ー
シ

ャ
ル

す
る

贈
与

に
関

す
る

日
本

国
政

府
と

政
府

の
関

係
当

局
で

合
意

す
る

生
産

物
及

び
役

務
の

購
入

371,000
千

円
マ

ジ
ュ

ロ
ャ

ル
大

使
122

号
マ

ー
シ

ャ
ル

諸
島

共
和

国
政

府
と

の
-------------------

で
マ

ー
シ

ャ
ル

側
キ

ャ
ス

テ
ン

間
の

交
換

公
文

(同
日

)
・

Ｎ
・

ネ
ム

ラ
外

務
貿

易
大

臣
マ

ー
シ

ャ
ル

諸
島

共
和

国
政

府
に

対
経

済
社

会
開

発
に

係
る

計
画

等
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

両
2020.6.11

日
本

側
齋

藤
法

雄
在

マ
ー

シ
2020.6.24

マ
ー

シ
ャ

ル
す

る
贈

与
に

関
す

る
日

本
国

政
府

と
政

府
の

関
係

当
局

で
合

意
す

る
生

産
物

及
び

役
務

の
購

入
331,000

千
円

マ
ジ

ュ
ロ

ャ
ル

大
使

237
号

マ
ー

シ
ャ

ル
諸

島
共

和
国

政
府

と
の

-------------------
で

マ
ー

シ
ャ

ル
側

キ
ャ

ス
テ

ン
間

の
交

換
公

文
(同

日
)

・
Ｎ

・
ネ

ム
ラ

外
務

貿
易

大
臣

マ
ジ

ュ
ロ

環
礁

に
お

け
る

貯
水

池
整

マ
ジ

ュ
ロ

環
礁

に
お

け
る

貯
水

池
整

備
計

画
を

実
施

す
る

た
め

2020.9.17
日

本
側

齋
藤

法
雄

在
マ

ー
シ

2020.10.1
マ

ー
シ

ャ
ル

備
計

画
の

た
め

の
贈

与
に

関
す

る
日

に
必

要
な

生
産

物
及

び
役

務
の

購
入

1,757,000
千

円
マ

ジ
ュ

ロ
ャ

ル
大

使
413

号
本

国
政

府
と

マ
ー

シ
ャ

ル
諸

島
共

和
-------------------

で
マ

ー
シ

ャ
ル

側
キ

ャ
ス

テ
ン

国
政

府
と

の
間

の
交

換
公

文
(同

日
)

・
Ｎ

・
ネ

ム
ラ

外
務

貿
易

大
臣

(注
1
）

国
名

に
つ

い
て

は
、

正
式

名
称

で
は

な
く

一
般

名
称

を
用

い
て

い
る

。
(注

2
）

贈
与

の
供

与
期

限
に

つ
い

て
定

め
の

な
い

も
の

は
、

--------------------
と

記
し

て
い

る
。

(注
3
）

日
付

に
つ

い
て

は
、

○
年

△
月

□
日

を
○

.△
.□

と
記

し
て

い
る

。
(注

4
）

告
示

番
号

は
、

官
報

に
お

け
る

外
務

省
告

示
番

号
を

い
う

。


